
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  遺産取得課税 

Ｑ：今年度の税制改正では、事業承継税制

の見直しにあわせて相続税の課税方式も遺産

取得課税方式に改正することを検討している

とのことでしたが、遺産取得課税方式とはど

のようなものなのですか？  

 

Ａ：相続人が実際に取得した遺産の額によ

って課税するというものです。 

【解説】 

現行の相続税は、法定相続分課税方式によ

って計算することとされています。 

法定相続分課税方式とは、相続税の課税価

格から基礎控除額を差し引いた残額を法定相

続分で按分し、その按分した額にそれぞれに

相続税率を乗じて相続税額を算出した後、そ

の総額を実際に相続人が取得した遺産の相続

割合で按分して各相続人の税額を算出するも

ので、相続税額の総額は変わらないという特

徴を持っています。 

これに対して、遺産取得課税方式とは、相

続人が実際に取得した遺産額に応じて課税を

行なうというもので、遺産分割方法によって

は相続税額が変わるという特徴を持っていま

す。 

改正に際しては、基礎控除額や方式、相続

税率などが抜本的に見直しされると思われま

すが、分割の仕方によっては相続税額の総額

が変わることもあるやもしれませんので注意

しておく必要があるでしょう。 
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